
 

 

答 

１  一般社団法人においては、社員の個別の承諾を得れば、社員に対し、社員

総会資料を、インターネットを利用する方法により提供することができると

されています（一般財団・社団法人法（以下「法」という。）第 39 条第３項、

第 41条第２項、第 42条第２項、第３項等）。 

 

２  会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律（令和元年法律第 71 号）による法の改正により、一般社団法人において

は、定款で定めることにより、理事が、社員総会資料を当該法人のホームペ

ージ等のウェブサイトに掲載し、社員に対し、当該ウェブサイトのアドレス

等を社員総会の招集の通知により通知することで、社員の個別の承諾を得て

いないときであっても、社員に対し、社員総会資料を提供することができま

す（法第 47条の２等）。 

 

３  社員総会資料のウェブサイトへの掲載を開始する日については、社員総会

の日の３週間前の日又は招集の通知を発した日のいずれか早い日となって

おり（法第 47条の３第１項）、また、インターネットを利用することが困難

である社員の利益に配慮し、社員は、法人に対し、社員総会資料等に記載す

べき事項を記載した書面の交付を請求することができるとされています（法

第 47条の５）。 

 

（参照条文） 

一般社団・財団法人法第 39条 社員総会を招集するには、理事は、社員総会の日の一週間

（理事会設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定

めた場合にあっては、その期間）前までに、社員に対してその通知を発しなければなら

ない。ただし、前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会

の日の二週間前までにその通知を発しなければならない。 

２ 次に掲げる場合には、前項の通知は、書面でしなければならない。 

一 前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合 

二 一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合 

３ 理事は、前項の書面による通知の発出に代えて、政令で定めるところにより、社員の

承諾を得て、電磁的方法により通知を発することができる。この場合において、当該理事

は、同項の書面による通知を発したものとみなす。 

問Ⅱ－７－⑥（社員総会資料の電子提供）  

社員総会資料を社員に対してインターネットを利用する方法により提供する

ことはできますか。 



 

 

４ 前二項の通知には、前条第一項各号に掲げる事項を記載し、又は記録しなければなら

ない。 

 

一般社団・財団法人法第 41条 理事は、第三十八条第一項第三号に掲げる事項を定めた場

合には、第三十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、

議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類（以下この款において「社員総

会参考書類」という。）及び社員が議決権を行使するための書面（以下この款において「議

決権行使書面」という。）を交付しなければならない。 

２ 理事は、第三十九条第三項の承諾をした社員に対し同項の電磁的方法による通知を発

するときは、前項の規定による社員総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、こ

れらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、社員の

請求があったときは、これらの書類を当該社員に交付しなければならない。 

 

一般社団・財団法人法第 42条 理事は、第三十八条第一項第四号に掲げる事項を定めた場

合には、第三十九条第一項の通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、

社員総会参考書類を交付しなければならない。 

２ 理事は、第三十九条第三項の承諾をした社員に対し同項の電磁的方法による通知を発

するときは、前項の規定による社員総会参考書類の交付に代えて、当該社員総会参考書類

に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、社員の請求があっ

たときは、社員総会参考書類を当該社員に交付しなければならない。 

３ 理事は、第一項に規定する場合には、第三十九条第三項の承諾をした社員に対する同

項の電磁的方法による通知に際して、法務省令で定めるところにより、社員に対し、議決

権行使書面に記載すべき事項を当該電磁的方法により提供しなければならない。 

４ 理事は、第一項に規定する場合において、第三十九条第三項の承諾をしていない社員

から社員総会の日の一週間前までに議決権行使書面に記載すべき事項の電磁的方法によ

る提供の請求があったときは、法務省令で定めるところにより、直ちに、当該社員に対し、

当該事項を電磁的方法により提供しなければならない。 

 

一般社団・財団法人法第 47条の２ 一般社団法人は、理事が社員総会の招集の手続を行う

ときは、次に掲げる資料（第四十七条の四第三項において「社員総会参考書類等」とい

う。）の内容である情報について、電子提供措置（電磁的方法により社員が情報の提供を

受けることができる状態に置く措置であって、法務省令で定めるものをいう。以下この

款、第三百一条第二項第四号の二及び第三百四十二条第十号の二において同じ。）をとる

旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をと

る旨を定めれば足りる。 

一 社員総会参考書類 



 

 

 二 議決権行使書面 

三 第百二十五条の計算書類及び事業報告並びに監査報告 

 

一般社団・財団法人法第 47 条の３ 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法

人の理事は、第三十九条第二項各号に掲げる場合には、社員総会の日の三週間前の日又は

同条第一項の通知を発した日のいずれか早い日（第四十七条の六第三号において「電子提

供措置開始日」という。）から社員総会の日後三箇月を経過する日までの間（第四十七条

の六において「電子提供措置期間」という。）、次に掲げる事項に係る情報について継続し

て電子提供措置をとらなければならない。 

一 第三十八条第一項各号に掲げる事項 

  二 第四十一条第一項に規定する場合には、社員総会参考書類及び議決権行使書面に

記載すべき事項 

三 第四十二条第一項に規定する場合には、社員総会参考書類に記載すべき事項 

四 第四十五条第一項の規定による請求があった場合には、同項の議案の要領 

五 一般社団法人が理事会設置一般社団法人である場合において、理事が定時社員総

会を招集するときは、第百二十五条の計算書類及び事業報告並びに監査報告に記載

され、又は記録された事項 

六 前各号に掲げる事項を修正したときは、その旨及び修正前の事項 

２ 前項の規定にかかわらず、理事が第三十九条第一項の通知に際して社員に対し議決権

行使書面を交付するときは、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、

前項の規定により電子提供措置をとることを要しない。 

 

一般社団・財団法人法第 47条の４ 前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合にお

ける第三十九条第一項の規定の適用については、同項中「社員総会の日の一週間（理事会

設置一般社団法人以外の一般社団法人において、これを下回る期間を定款で定めた場合に

あっては、その期間）前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。ただし、

前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めた場合には、社員総会の日」とあるのは、

「社員総会の日」とする。 

２ 第三十九条第四項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により電子提供措置をとる

場合には、第三十九条第二項又は第三項の通知には、第三十八条第一項第五号に掲げる事

項を記載し、又は記録することを要しない。この場合において、当該通知には、同項第一

号から第四号までに掲げる事項のほか、電子提供措置をとっている旨その他法務省令で定

める事項を記載し、又は記録しなければならない。 

３ 第四十一条第一項、第四十二条第一項及び第百二十五条の規定にかかわらず、電子提

供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人においては、理事は、第三十九条第一項

の通知に際して、社員に対し、社員総会参考書類等を交付し、又は提供することを要しな



 

 

い。 

４ 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法人における第四十五条第一項の

規定の適用については、同項中「その通知に記載し、又は記録する」とあるのは、「当該

議案の要領について第四十七条の二に規定する電子提供措置をとる」とする。 

 

一般社団・財団法人法第 47条の５ 電子提供措置をとる旨の定款の定めがある一般社団法

人の社員（第三十九条第三項の承諾をした社員を除く。）は、一般社団法人に対し、第四

十七条の三第一項各号に掲げる事項（次項において「電子提供措置事項」という。）を記

載した書面の交付を請求することができる。 

２ 理事は、第四十七条の三第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第三十九

条第一項の通知に際して、前項の規定による請求（以下この条において「書面交付請求」

という。）をした社員に対し、当該社員総会に係る電子提供措置事項を記載した書面を交

付しなければならない。 

３ 書面交付請求をした社員がある場合において、その書面交付請求の日（当該社員が次

項ただし書の規定により異議を述べた場合にあっては、当該異議を述べた日）から一年

を経過したときは、一般社団法人は、当該社員に対し、前項の規定による書面の交付を

終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には一定の期間（以下この条におい

て「催告期間」という。）内に異議を述べるべき旨を催告することができる。ただし、催

告期間は、一箇月を下ることができない。 

４ 前項の規定による通知及び催告を受けた社員がした書面交付請求は、催告期間を経過

した時にその効力を失う。ただし、当該社員が催告期間内に異議を述べたときは、この

限りでない。 
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